




５

Ｑ：激甚災害復旧工事の農地被害の再申請について

Ａ：現在の状況では、制度上難しいと考える。

Ｑ：避難所へのペット受入れについて

Ａ：五條市避難所運営マニュアルに基づき 

　実施している。

いたき聞が こ こ  

避
難
所
へ
の
ペ
ッ
ト
の
受

入
れ
に
つ
い
て

秋
本
　
現
状
を
伺
う
。

危
機
管
理
監
　
ペ
ッ
ト
の
避
難

に
つ
い
て
は
、
従
来
は
県
の
マ

ニ
ュ
ア
ル
を
準
用
し
て
い
た
が
、

現
在
は
令
和
５
年
５
月
に
策
定

し
た
五
條
市
避
難
所
運
営
マ
ニ

ュ
ア
ル
に
基
づ
き
実
施
し
て
い

る
。

秋
本
　
ル
ー
ル
に
つ
い
て
伺
う
。

危
機
管
理
監
　
避
難
対
象
と
な

る
ペ
ッ
ト
は
、
犬
や
猫
だ
け
に

限
ら
ず
小
動
物
な
ど
多
種
多
様

で
あ
る
。
ペ
ッ
ト
は
原
則
、
避

難
所
の
居
室
ス
ペ
ー
ス
へ
の
持

ち
込
み
は
禁
止
し
て
い
る
。
同

伴
で
の
避
難
時
に
つ
い
て
は
、

避
難
所
ペ
ッ
ト
登
録
台
帳
に
記

入
し
、
敷
地
内
に
専
用
ス
ペ
ー

ス
を
設
け
、
適
切
な
お
世
話
を

飼
い
主
に
お
願
い
し
、
他
の
避

難
者
と
ト
ラ
ブ
ル
に
な
ら
な
い

よ
う
に
お
願
い
し
て
い
る
。

秋
本
　
周
知
に
つ
い
て
伺
う
。

危
機
管
理
監
　
避
難
時
の
ペ
ッ

ト
同
伴
で
の
あ
り
方
や
飼
い
主

の
責
任
な
ど
に
関
す
る
周
知
と

し
て
は
、
毎
月
掲
載
し
て
い
る

防
災
ト
ピ
ッ
ク
ス
に
加
え
、
昨

年
か
ら
９
月
号
で
防
災
特
集
ペ

ー
ジ
を
掲
載
し
て
い
る
広
報
紙
、

公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
な
ど
を
通
じ
て

行
っ
て
い
く
。

職
員
の
負
担
軽
減
に
つ
い

て（
１
）
対
応
に
つ
い
て

秋
本
　
庁
舎
に
お
い
て
職
員
の

勤
務
時
間
と
庁
舎
の
出
入
口

（
シ
ャ
ッ
タ
ー
）
の
開
閉
の
時

間
に
ズ
レ
が
あ
る
よ
う
に
感
じ

る
が
、
実
際
に
勤
務
時
間
外
で

来
庁
者
対
応
を
行
な
っ
て
い
る

事
例
等
は
あ
る
の
か
。

総
務
部
長
　
そ
の
よ
う
な
事
例

を
把
握
し
て
い
る
。

秋
本
　
市
民
の
利
便
性
向
上
、

ま
た
職
員
の
負
担
軽
減
の
た
め
、

例
え
ば
勤
務
時
間
と
出
入
口
の

開
閉
時
刻
を
同
じ
に
す
る
と
い

う
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

総
務
部
長
　
シ
ャ
ッ
タ
ー
の
開

閉
に
つ
い
て
は
五
條
市
庁
舎
管

理
・
運
用
ル
ー
ル
に
定
め
ら
れ

て
い
る
が
、
市
民
の
利
便
性
向

上
や
職
務
上
必
要
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
場
合
は
改
正
す
る
こ

と
は
可
能
で
あ
る
。

秋
本
　
以
上
を
踏
ま
え
、
市
長

の
考
え
を
伺
う
。

市
長
　
就
任
以
来
、
職
員
の
配

置
等
窓
口
改
善
に
向
け
た
指
示

は
随
時
行
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

市
民
の
利
便
性
向
上
や
職
員
の

働
き
方
改
善
に
向
け
、
今
回
の

提
言
も
併
せ
て
総
合
的
に
判
断

し
て
い
く
。

（
２
）
予
約
制
の
導
入
に
つ

い
て

秋
本
　
窓
口
業
務
の
予
約
制
の

導
入
状
況
に
つ
い
て
伺
う
。

総
務
部
長
　
こ
れ
ま
で
の
実
績

と
し
て
は
、
税
務
課
に
お
い
て

混
雑
が
予
想
さ
れ
る
確
定
申
告

時
の
予
約
に
つ
い
て
、
昨
年
度

か
ら
試
行
的
に
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

に
よ
る
運
用
を
実
施
し
た
。

秋
本
　
通
常
の
窓
口
業
務
に
も

導
入
を
検
討
で
き
な
い
か
。

総
務
部
長
　
昨
年
度
の
結
果
に

基
づ
き
、
市
民
に
と
っ
て
は
利

便
性
が
向
上
す
る
一
方
、
業
務

量
が
負
担
と
な
る
部
分
も
課
題

と
し
て
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
ら

を
踏
ま
え
な
が
ら
、
通
常
業
務

の
予
約
制
に
関
し
て
有
効
な
手

立
て
の
検
証
を
進
め
て
い
く
。

そ
の
他
の
一
般
質
問

◆
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
現
状
に

つ
い
て

◆
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
つ
い
て

問質般 一 

激
甚
災
害
指
定
決
定
で
か

さ
上
げ
さ
れ
た
補
助
率
に

基
づ
く
災
害
復
旧
工
事
の

推
進
に
つ
い
て

大
谷
　
６
月
３
日
の
豪
雨
に
よ

り
、
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
大
き

な
被
害
が
発
生
し
た
。
農
地
被

害
調
査
に
つ
い
て
は
す
ぐ
聞
き

取
り
調
査
に
入
り
、
復
旧
工
事

の
負
担
に
つ
い
て
は
、
国
約
50

％
地
主
約
50
％
と
説
明
し
た
と

こ
ろ
、
復
旧
工
事
を
希
望
さ
れ

た
方
が
13
件
、
負
担
の
大
き
さ

等
で
希
望
さ
れ
な
か
っ
た
方
が

15
件
と
な
り
、
こ
の
こ
と
を
６

月
16
日
ま
で
に
県
と
国
へ
申
請

し
て
い
る
。
そ
の
後
大
変
遅
れ

て
８
月
25
日
に
内
閣
府
が
激
甚

災
害
指
定
決
定
を
発
表
し
た
。

こ
の
復
旧
工
事
の
負
担
割
合
は

国
96
％
、
地
主
４
％
で
あ
る
。

こ
の
負
担
割
合
を
６
月
16
日
ま

で
の
聞
き
取
り
で
復
旧
工
事
を

希
望
さ
れ
な
か
っ
た
皆
さ
ん
に

再
度
説
明
し
、
意
向
を
聞
か
せ

て
い
た
だ
き
、
希
望
者
を
県
、

国
へ
申
請
す
る
の
が
、
行
政
の

責
任
で
は
な
い
か
。

都
市
整
備
部
長
　
現
在
の
状
況

で
は
、
制
度
上
難
し
い
と
考
え

て
い
る
。

避
難
体
制
の
充
実
に
つ
い

て大
谷
　
６
月
２
日
、
３
日
の
豪

雨
災
害
で
は
多
く
の
方
々
が
避

難
さ
れ
て
い
た
が
、
空
調
設
備

や
掛
布
団
、
食
事
等
は
ど
の
よ

う
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
ペ
ッ

ト
避
難
の
受
入
れ
は
ど
う
な
っ

て
い
る
の
か
。

危
機
管
理
監
　
冷
暖
房
設
備
は

公
民
館
等
で
は
完
備
し
て
い
る

が
、
体
育
館
は
未
設
置
な
の
で
、

大
型
扇
風
機
を
２
台
ず
つ
設
置

し
た
。
毛
布
に
つ
い
て
は
一
人

一
枚
を
基
本
に
準
備
し
て
い
る
。

食
事
に
つ
い
て
は
長
期
避
難
が

必
要
な
災
害
時
以
外
は
非
常
食

等
の
提
供
は
実
施
し
て
い
な
い
。

ペ
ッ
ト
の
避
難
に
つ
い
て
は
避

難
所
運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ

き
運
用
し
て
い
る
。

子
ど
も
医
療
費
現
物
給
付

助
成
の
拡
充
に
つ
い
て

大
谷
　
令
和
４
年
11
月
14
日
の

五
條
市
臨
時
会
に
お
い
て
、
令

和
６
年
８
月
を
め
ど
に
県
内
市

町
村
統
一
し
て
、
子
ど
も
医
療

費
現
物
給
付
対
象
年
齢
を
小
中

学
生
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
に
合

意
し
た
と
報
告
が
あ
っ
た
が
、

見
通
し
は
ど
う
か
。

す
こ
や
か
市
民
部
長
　
令
和
６

年
８
月
か
ら
小
中
学
生
の
県
内

現
物
給
付
開
始
実
現
に
向
け
進

め
て
い
る
。

学
校
給
食
費
無
償
化
の
復

活
に
つ
い
て

大
谷
　
令
和
４
年
12
月
か
ら
令

和
５
年
３
月
末
ま
で
、
国
の
交

付
金
を
活
用
し
て
無
償
化
さ
れ
、

そ
の
後
給
食
材
料
の
高
騰
に
伴

い
給
食
費
の
値
上
げ
が
余
儀
な

く
さ
れ
た
が
、
値
上
げ
分
は
市

が
負
担
し
、
保
護
者
負
担
に
せ

ず
頑
張
っ
て
く
れ
て
い
る
が
、

子
供
の
健
康
対
策
や
保
護
者
の

教
育
費
負
担
の
軽
減
の
た
め
に

も
、
給
食
費
の
無
償
化
が
必
要

に
な
っ
て
い
る
の
で
検
討
さ
れ

た
い
。

教
育
部
長
　
国
、
県
に
給
食
費

無
償
化
を
要
望
し
て
い
く
と
と

も
に
、
国
の
交
付
金
を
活
用
し

て
給
食
費
無
償
化
の
実
現
に
取

り
組
む
。

秋本直嗣議員

４一般質問

大谷龍雄議員

一般質問



５

Ｑ：激甚災害復旧工事の農地被害の再申請について

Ａ：現在の状況では、制度上難しいと考える。

Ｑ：避難所へのペット受入れについて

Ａ：五條市避難所運営マニュアルに基づき 

　実施している。

いたき聞が こ こ  

避
難
所
へ
の
ペ
ッ
ト
の
受

入
れ
に
つ
い
て

秋
本
　
現
状
を
伺
う
。

危
機
管
理
監
　
ペ
ッ
ト
の
避
難

に
つ
い
て
は
、
従
来
は
県
の
マ

ニ
ュ
ア
ル
を
準
用
し
て
い
た
が
、

現
在
は
令
和
５
年
５
月
に
策
定

し
た
五
條
市
避
難
所
運
営
マ
ニ

ュ
ア
ル
に
基
づ
き
実
施
し
て
い

る
。

秋
本
　
ル
ー
ル
に
つ
い
て
伺
う
。

危
機
管
理
監
　
避
難
対
象
と
な

る
ペ
ッ
ト
は
、
犬
や
猫
だ
け
に

限
ら
ず
小
動
物
な
ど
多
種
多
様

で
あ
る
。
ペ
ッ
ト
は
原
則
、
避

難
所
の
居
室
ス
ペ
ー
ス
へ
の
持

ち
込
み
は
禁
止
し
て
い
る
。
同

伴
で
の
避
難
時
に
つ
い
て
は
、

避
難
所
ペ
ッ
ト
登
録
台
帳
に
記

入
し
、
敷
地
内
に
専
用
ス
ペ
ー

ス
を
設
け
、
適
切
な
お
世
話
を

飼
い
主
に
お
願
い
し
、
他
の
避

難
者
と
ト
ラ
ブ
ル
に
な
ら
な
い

よ
う
に
お
願
い
し
て
い
る
。

秋
本
　
周
知
に
つ
い
て
伺
う
。

危
機
管
理
監
　
避
難
時
の
ペ
ッ

ト
同
伴
で
の
あ
り
方
や
飼
い
主

の
責
任
な
ど
に
関
す
る
周
知
と

し
て
は
、
毎
月
掲
載
し
て
い
る

防
災
ト
ピ
ッ
ク
ス
に
加
え
、
昨

年
か
ら
９
月
号
で
防
災
特
集
ペ

ー
ジ
を
掲
載
し
て
い
る
広
報
紙
、

公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
な
ど
を
通
じ
て

行
っ
て
い
く
。

職
員
の
負
担
軽
減
に
つ
い

て（
１
）
対
応
に
つ
い
て

秋
本
　
庁
舎
に
お
い
て
職
員
の

勤
務
時
間
と
庁
舎
の
出
入
口

（
シ
ャ
ッ
タ
ー
）
の
開
閉
の
時

間
に
ズ
レ
が
あ
る
よ
う
に
感
じ

る
が
、
実
際
に
勤
務
時
間
外
で

来
庁
者
対
応
を
行
な
っ
て
い
る

事
例
等
は
あ
る
の
か
。

総
務
部
長
　
そ
の
よ
う
な
事
例

を
把
握
し
て
い
る
。

秋
本
　
市
民
の
利
便
性
向
上
、

ま
た
職
員
の
負
担
軽
減
の
た
め
、

例
え
ば
勤
務
時
間
と
出
入
口
の

開
閉
時
刻
を
同
じ
に
す
る
と
い

う
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

総
務
部
長
　
シ
ャ
ッ
タ
ー
の
開

閉
に
つ
い
て
は
五
條
市
庁
舎
管

理
・
運
用
ル
ー
ル
に
定
め
ら
れ

て
い
る
が
、
市
民
の
利
便
性
向

上
や
職
務
上
必
要
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
場
合
は
改
正
す
る
こ

と
は
可
能
で
あ
る
。

秋
本
　
以
上
を
踏
ま
え
、
市
長

の
考
え
を
伺
う
。

市
長
　
就
任
以
来
、
職
員
の
配

置
等
窓
口
改
善
に
向
け
た
指
示

は
随
時
行
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

市
民
の
利
便
性
向
上
や
職
員
の

働
き
方
改
善
に
向
け
、
今
回
の

提
言
も
併
せ
て
総
合
的
に
判
断

し
て
い
く
。

（
２
）
予
約
制
の
導
入
に
つ

い
て

秋
本
　
窓
口
業
務
の
予
約
制
の

導
入
状
況
に
つ
い
て
伺
う
。

総
務
部
長
　
こ
れ
ま
で
の
実
績

と
し
て
は
、
税
務
課
に
お
い
て

混
雑
が
予
想
さ
れ
る
確
定
申
告

時
の
予
約
に
つ
い
て
、
昨
年
度

か
ら
試
行
的
に
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

に
よ
る
運
用
を
実
施
し
た
。

秋
本
　
通
常
の
窓
口
業
務
に
も

導
入
を
検
討
で
き
な
い
か
。

総
務
部
長
　
昨
年
度
の
結
果
に

基
づ
き
、
市
民
に
と
っ
て
は
利

便
性
が
向
上
す
る
一
方
、
業
務

量
が
負
担
と
な
る
部
分
も
課
題

と
し
て
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
ら

を
踏
ま
え
な
が
ら
、
通
常
業
務

の
予
約
制
に
関
し
て
有
効
な
手

立
て
の
検
証
を
進
め
て
い
く
。

そ
の
他
の
一
般
質
問

◆
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
現
状
に

つ
い
て

◆
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
つ
い
て

問質般 一 

激
甚
災
害
指
定
決
定
で
か

さ
上
げ
さ
れ
た
補
助
率
に

基
づ
く
災
害
復
旧
工
事
の

推
進
に
つ
い
て

大
谷
　
６
月
３
日
の
豪
雨
に
よ

り
、
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
大
き

な
被
害
が
発
生
し
た
。
農
地
被

害
調
査
に
つ
い
て
は
す
ぐ
聞
き

取
り
調
査
に
入
り
、
復
旧
工
事

の
負
担
に
つ
い
て
は
、
国
約
50

％
地
主
約
50
％
と
説
明
し
た
と

こ
ろ
、
復
旧
工
事
を
希
望
さ
れ

た
方
が
13
件
、
負
担
の
大
き
さ

等
で
希
望
さ
れ
な
か
っ
た
方
が

15
件
と
な
り
、
こ
の
こ
と
を
６

月
16
日
ま
で
に
県
と
国
へ
申
請

し
て
い
る
。
そ
の
後
大
変
遅
れ

て
８
月
25
日
に
内
閣
府
が
激
甚

災
害
指
定
決
定
を
発
表
し
た
。

こ
の
復
旧
工
事
の
負
担
割
合
は

国
96
％
、
地
主
４
％
で
あ
る
。

こ
の
負
担
割
合
を
６
月
16
日
ま

で
の
聞
き
取
り
で
復
旧
工
事
を

希
望
さ
れ
な
か
っ
た
皆
さ
ん
に

再
度
説
明
し
、
意
向
を
聞
か
せ

て
い
た
だ
き
、
希
望
者
を
県
、

国
へ
申
請
す
る
の
が
、
行
政
の

責
任
で
は
な
い
か
。

都
市
整
備
部
長
　
現
在
の
状
況

で
は
、
制
度
上
難
し
い
と
考
え

て
い
る
。

避
難
体
制
の
充
実
に
つ
い

て大
谷
　
６
月
２
日
、
３
日
の
豪

雨
災
害
で
は
多
く
の
方
々
が
避

難
さ
れ
て
い
た
が
、
空
調
設
備

や
掛
布
団
、
食
事
等
は
ど
の
よ

う
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
ペ
ッ

ト
避
難
の
受
入
れ
は
ど
う
な
っ

て
い
る
の
か
。

危
機
管
理
監
　
冷
暖
房
設
備
は

公
民
館
等
で
は
完
備
し
て
い
る

が
、
体
育
館
は
未
設
置
な
の
で
、

大
型
扇
風
機
を
２
台
ず
つ
設
置

し
た
。
毛
布
に
つ
い
て
は
一
人

一
枚
を
基
本
に
準
備
し
て
い
る
。

食
事
に
つ
い
て
は
長
期
避
難
が

必
要
な
災
害
時
以
外
は
非
常
食

等
の
提
供
は
実
施
し
て
い
な
い
。

ペ
ッ
ト
の
避
難
に
つ
い
て
は
避

難
所
運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ

き
運
用
し
て
い
る
。

子
ど
も
医
療
費
現
物
給
付

助
成
の
拡
充
に
つ
い
て

大
谷
　
令
和
４
年
11
月
14
日
の

五
條
市
臨
時
会
に
お
い
て
、
令

和
６
年
８
月
を
め
ど
に
県
内
市

町
村
統
一
し
て
、
子
ど
も
医
療

費
現
物
給
付
対
象
年
齢
を
小
中

学
生
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
に
合

意
し
た
と
報
告
が
あ
っ
た
が
、

見
通
し
は
ど
う
か
。

す
こ
や
か
市
民
部
長
　
令
和
６

年
８
月
か
ら
小
中
学
生
の
県
内

現
物
給
付
開
始
実
現
に
向
け
進

め
て
い
る
。

学
校
給
食
費
無
償
化
の
復

活
に
つ
い
て

大
谷
　
令
和
４
年
12
月
か
ら
令

和
５
年
３
月
末
ま
で
、
国
の
交

付
金
を
活
用
し
て
無
償
化
さ
れ
、

そ
の
後
給
食
材
料
の
高
騰
に
伴

い
給
食
費
の
値
上
げ
が
余
儀
な

く
さ
れ
た
が
、
値
上
げ
分
は
市

が
負
担
し
、
保
護
者
負
担
に
せ

ず
頑
張
っ
て
く
れ
て
い
る
が
、

子
供
の
健
康
対
策
や
保
護
者
の

教
育
費
負
担
の
軽
減
の
た
め
に

も
、
給
食
費
の
無
償
化
が
必
要

に
な
っ
て
い
る
の
で
検
討
さ
れ

た
い
。

教
育
部
長
　
国
、
県
に
給
食
費

無
償
化
を
要
望
し
て
い
く
と
と

も
に
、
国
の
交
付
金
を
活
用
し

て
給
食
費
無
償
化
の
実
現
に
取

り
組
む
。

秋本直嗣議員

４一般質問

大谷龍雄議員

一般質問










